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独立行政法人国民生活センター自己評価説明資料（第４期中期目標期間業務実績） 

令和５年７月 

独立行政法人国民生活センター 

一．Ａ評価とした項目 

（１） 

【項目別調書 No.11】65頁  

「４．商品テスト事業 （２）国民への情報提供」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和４年度 

公表件数（商品テス

ト部公表分）
－ 28件 26件 

＜評定と根拠＞ 

PIO-NET 等に蓄積されている危害・危険、品質等に関する相談情報や医療機関ネットワーク等

に登録された事故事例を調査・分析し、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害

事例等に関する情報を分析して取りまとめ、必要に応じて、消費者庁、海上保安庁、相談情報部

と連携して消費者への情報提供を行った。 

令和元年度には、Amazonと合意を取り交わしたことにより、国民生活センターの注意喚起情報

について、該当する商品を購入した消費者に直接情報が届けられるなど、消費者の商品事故の未

然防止、拡大防止等を図るための効果的な対応がとられた。さらに、令和４年度には「楽天」「ヤ

フー」とも合意を取り交わし、消費者の商品事故の未然防止、拡大防止等をより一層図るための

効果的な対応がとられた。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、職員の出勤日数が限られる中、

新型コロナウイルス関連商品等、消費者に同種被害が多数発生している事例、深刻な被害事例等

に関する情報を迅速に分析して取りまとめ、情報提供を行った。 

令和３年度は、画像や動画などを効果的に使用した発信を行い、多種のメディアを通じて多く

の消費者への情報提供につながった。新聞（在京６紙）に 25回、新聞（地方紙）に 144回掲載さ

れ、テレビで 25回放送された。また、SNSを通じた情報提供も併せて行い、「男児用水着のイン

ナー生地を確認しましょう」（令和３年７月 15日）や「マグネットパズルの破損に注意」（令和

４年２月 17日）については、Twitter投稿後、約 9,000の投稿リアクションがあり大きな反響を

得た。

令和４年度は、画像や動画などを効果的に使用した発信を行い、多種のメディアを通じて多く

の消費者への情報提供につながった。新聞（在京６紙）に 17回、新聞（地方紙）に 180回掲載さ

れ、テレビで 23回放送された。また、SNSを通じた情報提供も併せて行い、「樹脂製の折りたた

み式踏み台での指挟みに注意」（令和４年 10月５日）や「シリカやケイ素を摂取できるとうたっ

た飲料、健康食品等に関する調査」（令和４年 12月７日）については、Twitter投稿後、それぞ

事業者名を含めた公

表件数（商品テスト

部公表分）

－ 7件 ３件 

取材対応件数 － 250件 98件 

ウェブサイト又はＦ

ＡＸ公表回数
－ 28件 26件 

「くらしの危険」 

発行回数 
－ ６回 ６件 

「くらしの危険」 

アクセス件数 － 239,551件 218,041回 
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れ約 2,000～4,000を超える投稿リアクションがあり大きな反響を得た。 

さらに、「強力な磁力を持つネオジム磁石性のマグネットセットの誤飲事故が再発！」（令和

４年９月 14日）及び「乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意！」（令和

４年３月 24日）に関連しては、「磁石性娯楽用品」「吸水性合成樹脂製玩具」が消費生活用製品

安全法の特定製品に指定された。 

 

国民への情報提供に当たっては、製品事故などによる消費者被害の発生や拡大を防ぐ観点か

ら、事業者名を含めた公表に取り組んだ。 

各報道機関等から寄せられた取材に対しては、迅速に対応した。 

また、「くらしの危険」を毎年度６回作成・発行し、各地の消費生活センターや医療機関に配

布し、併せてウェブサイトに掲載し、アクセス数も基準値を上回った。 

 

 

これらを踏まえれば、中期目標を十分に達成しているため、Ａと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、PIO-NET等に蓄積されている危害・危険、品質等に関する相談情報や医療機関ネッ

トワーク等に登録された事故事例を調査・分析し、消費者に同種被害が多数発生している事

例、深刻な被害事例等に関する情報を迅速に分析して取りまとめ、情報提供を行う。 
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（２） 

【項目別調書 No.13】75頁  

「４．商品テスト事業 （４）関係行政機関等に対する改善要望」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和４年度 

関係行政機関等への

要望件数 
－ 11件 ９件 

＜評定と根拠＞ 

商品テスト結果等を基に、関係行政機関等に対する改善要望を毎年、平成 28年度と同程度行

い、省庁、事業者団体、事業者により対応がとられた。 

平成 30年度には、「美容を目的とした『プエラリア・ミリフィカ』を含む健康食品」（平成

29年７月 13日）の公表の関連で、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成 30年６月 13日公

布）において、厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品との関連が疑

われる健康被害情報を事業者から行政へ届け出ることが義務化されることとなり、令和元年５

月 20日の厚生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会にて、その指

定成分等としてプエラリア・ミリフィカも含まれることが了承され、令和２年３月 27日に告示

されたこと、令和元年度には、「まつ毛美容液による危害が急増！－効能等表示の調査もあわ

せて実施－」（令和元年８月８日）の公表の関連で、厚生労働省が、各都道府県衛生主管部

（局）長宛てに、令和元年８月８日付通知「まつ毛美容液を標榜する化粧品等の安全性確保に

ついて」を発出したこと、令和３年度には、「マグネットパズルの破損に注意」（令和４年２

月 17日）の公表の関連で、業界及び事業者に対し、マグネットパズルに破損がないことを確認

する旨の明示と、内蔵されているネオジム磁石を誤飲した場合の危険性について周知徹底を要

望したことにより、一般社団法人日本玩具協会が ST基準の表示要求事項に注意表示の記載を追

加したことなど、複数の案件で法改正や規格・基準の改正等につながった。 

 「強力な磁力を持つネオジム磁石製のマグネットセットの誤飲事故が再発！」（令和４年９

月 14日）及び「乳幼児による水で膨らむボール状の樹脂製玩具の誤飲にご注意！（続報）」

（令和４年３月 24日）の公表の関連で、経済産業省に対し、強力な磁力を持つマグネットセッ

トの誤飲事故の再発を防止するため、消費者安全調査委員会の意見にある「法令による規制の

検討」等を要望、水で膨らむ樹脂製玩具による誤飲事故の再発防止のため、玩具として販売す

ることの是非について検討するよう要望した結果、磁石製娯楽用品及び吸水性合成樹脂製玩具

が消費生活用製品安全法の特定製品に指定された。 

 

これらを踏まえれば、中期目標を十分に達成しているため、Ａと評価する。 

 

要望における 

関係行政機関等の 

対応件数 

－ ８件 ６件 
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＜課題と対応＞ 

引き続き、商品テスト結果を基に関係省庁等に対して積極的に要望を行う。 
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（３） 

【項目別調書 No.14】81頁  

「５．教育研修事業 （１）実務能力向上のための研修」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和４年度 

受講者等アンケート結

果における満足度 

５段階評価中 

平均４以上 
4.8 4.8 

＜評定と根拠＞ 

中期目標及び各計画に沿って業務を実施し、事例検討型・参加体験型研修を実施するととも

に、研修対象者のニーズに積極的に応じつつ、高い満足度を実現した。 

平成 30年度は「消費者行政新未来創造オフィス」において、徳島県や県内の有識者等の協力

を得ながら「徳島独自の研修」を含む 14回の研修を実施した。 

令和元年度は、研修の地方開催に関する全国の地方公共団体からのニーズ等を踏まえ、消費

者行政職員を対象とした地方開催の研修を新設するとともに、消費生活相談員を対象にした地

方開催の研修の実施に向けた所要の準備を行った。 

令和２年度以降、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、上記地方開催の研修を含め、

開催を中止せざるを得ない研修が生じたものの、受講者の研修機会を確保する観点から、手探

り状態ではあったが、オンライン研修を実施する事業者へヒアリングするなどしながら集合研

修からオンライン研修への切り替えを積極的に行うとともに、令和３年度では、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響が当面継続することを想定し、オンライン研修を強化・充実させた。 

令和４年度は、新型コロナウイルス感染拡大が影響するなか、引き続き、オンライン研修を

充実させるとともに、消費者庁において「霊感商法等の悪質商法への対策検討会」が開催さ

れ、法改正も行われるなどの動きがあった中、遠隔研修においては、霊感商法等に関するコン

テンツ２本を追加で特別配信した。 

 

上記のように毎年、状況、ニーズに応じた対応を行うことで研修を充実させ、相談員の質の

向上を図り、消費者被害の未然防止、拡大防止に寄与した 。 

 

これらを踏まえれば、所期の目標を十分に達成しているため、Ａと評価する。 

 

受講者所属先自治体ア

ンケート結果における

満足度 

５段階評価中 

平均４以上 
4.9 4.8 

消費者行政職員研修、

消費生活相談員研修 

実施回数 

－ 83回 103回 

 

うち相模原事務所

研修施設及び徳島

県内で実施する研

修実施回数 

－ 60回 

58回 

（うち、リアルタ

イム配信：11回、

オンデマンド配

信：18回 

うち地方都市にお

ける研修実施回

数：専門講座地域

コース 

－ 10回 

22回 

（うち、リアルタ

イム配信：８回、

オンデマンド配

信：６回） 

（うち地方都市に

おける研修実施回

数：相談関連業務

支援コース） 

－ 13回 20回 

消費者行政職員研修、

消費生活相談員研修 

人員数 

－ 4,924人 6,271人 ＜課題と対応＞ 

引き続き、令和５年度においても、中期計画、年度計画に沿った業務を実施するとともに、

現在検討が進められている消費生活相談のデジタルトランスフォーメーション(DX)やオンライ

ン研修を拡充するなど、受講者数を更に確保するためのさまざまな工夫を行う。 

  

うち相模原事務所

研修施設及び徳島

県内で実施する 

研修人員数 

－ 3,673人 

4,650人 

（うち、リアルタ

イム配信：710

人、オンデマンド

配信：2,437人） 
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相談員資格の有資格者

向け「専門知識アップ

デート講座」実施回数 

－ １回 ０回 

相談員資格の有資格者

向け「専門知識アップ

デート講座」人員数 

－ 66人 ０人 

事業者を対象とした研

修実施回数 
－ ７回 ２回 

事業者を対象とした研

修人員数 
－ 229人 58人 

遠隔研修の 

登録箇所数 
－ 844箇所 1,075箇所 

遠隔研修の 

コンテンツ本数 
－ 10本 29本 

消費生活相談員向け研

修への国家公務員の 

受入数 

－ 35人 78人 
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（４） 

【項目別調書 No.19】109頁  

「７．裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）事業 （１）ＡＤＲの適切な実施及び利用しやすいＡＤＲへの改善」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ａ 

指標等 達成目標 基準値 令和４年度 

申請日から手続終了

までの日数 

平均 95日以

内 
86.4日 73.9日 

＜評定と根拠＞ 

目標の達成状況を踏まえれば、中期目標を十分に達成しているため、Ａと評価する 

和解率 60％以上 60.6％ 74.0% 

事前問合せ対応 

件数 
－ 969件 1,471件 

申請件数 － 167件 142件 

国民生活センター 

東京事務所以外 

(都内、地方）での

期日開催回数 

－ 22回 ０回 

＜課題と対応＞ 

引き続き、ADRを適切に実施し、解決水準を確保しつつ、申請日から手続終了までの期間短縮

に努めるとともに、和解率を高めるよう努める。 

 
勤務時間外の 

期日開催回数 
－ ９回 18回 
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二．基準値を下回るがＢ評価とした項目 

（１） 

【項目別調書 No.６】45頁 

「３．相談事業 （２）国民への情報提供」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和４年度 

情報提供数 

(消費者トラブルメ

ール箱 FAQ件数) 

－ 52件 ３件 
＜評定と根拠＞ 

① 報道機関を通じた情報提供 

様々な消費者トラブルについて、定例の記者説明会だけでなくウェブサイト上で機動的に公

表し、情報提供を行った。 

   

令和元年度に全国に拡大した新型コロナウイルス感染症の影響が消費者トラブルにも見られ

はじめたため、便乗した悪質商法への注意喚起を速報として随時公表し、令和２年度までで８

回公表した。 

このほか、詐欺的な定期購入トラブルについて、平成 28年度、平成 29年度に注意喚起を実

施したものの、相談件数は増加の一途をたどっていたため、令和２年度、令和３年度に公表

し、さらに、令和４年度には新たな手口も見られたことからシリーズで３回に渡り注意喚起を

実施した。また、改正特商法が施行された６月以降にも同法の周知も兼ねて情報提供を実施し

た。 

改正民法による成年年齢引き下げへの対応として、令和３年度に 18歳、19歳の消費者トラブ

ルをまとめ公表し、その後、「若者注意喚起シリーズ」を開始し、令和４年度までで 13回注意

喚起を行った。また、改正民法施行後の約半年後の状況として、令和４月から 10月末までの 18

歳、19歳の消費者トラブルの状況をまとめ令和４年 11月に公表した。上記のとおり複数年にわ

たり継続的に寄せられている消費者トラブルについて相談件数の推移をウォッチしながら適宜

注意喚起を実施したほか、法改正に合わせた注意喚起を実施した。 

このほか、ウクライナ情勢を悪用した手口への注意喚起を３回実施（令和３、４年度）した

り、過去に大きな消費者トラブルであった劇場型勧誘が再び増加をしている状況を捉えた公表

（令和４年度）をするなど、タイムリーな公表も行った。 

毎年公表している高齢者の消費者トラブルについて、報道でアピールしやすいよう 10選にま

とめる等工夫を行った。 

さらに、新型コロナウイルスに関連した悪質商法等の緊急案件についても、迅速に公表を行

った。 

 

② ウェブサイト等による情報提供 

   ウェブサイトに寄せられた情報の中から目新しい情報を中心に積極的に分析したほか、事業

注意喚起公表件数

（相談情報部公表

分） 

－ 36件 35件 

取材対応件数（相談

情報部対応分） 
－ － 754件 

消費者

トラブ

ルメー

ル箱 

受信 

件数 
－ 9,387件 4,102件 

ＦＡＱコ

ーナーへ

のアクセ

ス件数 

－ 132,054件 617,195件 
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者に対して広告表示等の改善要望を行った。 

寄せられた情報のうち、多数案件や新規手口の案件など重要性の高いものを中心に解決策や

アドバイス、未然防止のための情報を FAQコーナーに迅速に掲載した。 

なお、令和４年度の FAQの追加・更新件数は、消費者トラブルメール箱の 7月末終了に伴い

３件であったが、他方で、消費者の自己解決に資する情報等を発信するための消費者向け FAQ

について、令和５年度当初からのリリースに向けた準備として、システム開発・運用支援事業

者の調達、サイト構築、189本のコンテンツ作成を行い、令和５年度初日から消費者に情報提供

した。 

 

これらを踏まえ、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

① 報道機関を通じた情報提供 

PIO-NET等に蓄積されている情報やセンターで処理された苦情相談を分析し、消費者に同種被

害が多数発生している事例、深刻な被害事例等に関する財産事案に係る情報を迅速に分析して

取りまとめ、報道機関を通じて国民に情報提供を行う。 

  

 

② ウェブサイト等による情報提供 

消費者の自己解決に資するウェブコンテンツについては、寄せられた情報を積極的に活用

し、分析した上で、必要な情報を迅速かつより分かりやすくセンターのウェブサイト等を通じ

て国民に提供する。 

 

なお、今後は FAQ実証実験として開設した消費者向け FAQサイト「消費者トラブル FAQサイ

ト」を活用し、トラブルにあった消費者が、時間や場所を問わず、ウェブサイト上で自己解決

を図ることができるような環境を整えていく。今後はサイトの利用状況や利用者からの意見等

を分析して、順次掲載する FAQ数を増やしていきつつ、消費者にとって、より探しやすく、理

解しやすく、そして役に立つ FAQサイトとなるように検討していく。 
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（２） 

【項目別調書 No.31】143頁 

「５．保有資産の有効活用」 

主要な経年データ 
自己評価 評価：Ｂ 

指標等 達成目標 基準値 令和４年度 

宿泊室稼働率 

（計画値） 
－ 40％ 50％ 

＜評定と根拠＞ 

宿泊室稼働率を確保するため、平成 30年度、令和元年度は、研修カリキュラム等を工夫し、

受講者増を図るとともに、外部利用者を更に増やすために、ダイレクトメールによる新規利用

者の開拓や繰り返し利用者への電話等による働きかけ等を積極的に実施した。その結果、宿泊

室稼働率の実績は、平成 30年度 37％（目標達成度 88.1％）、令和元年度 31％（目標達成度

70.5％）であった（法定点検や工事等利用不可日を除く）。 

目標未達成の要因は、所属自治体の内部規程等により旅費が支給されないため宿泊できない

受講者が全体の２割程度いることや、国からの補助金の制度が変更になったことなど、複合的

な要因が相まって研修受講者による宿泊が伸び悩んだことが影響した。 

また、令和２年度、令和３年度は、令和２年２月ごろから続いている新型コロナウイルス感

染拡大の影響を大きく受け、「緊急事態宣言」による施設の利用中止、「まん延防止等重点措

置」による利用控えにより、利用が伸び悩んだ。宿泊室稼働率の実績は、令和２年度 4.1％（目

標達成度 9.0％）、令和３年度 9.7％（目標達成度 20.2％）であった。 

令和４年度は、施設の利用中止はなかったものの利用控えの傾向は継続し、利用が延び悩ん

だ。宿泊室稼働率の実績は、令和４年度 20.8％（目標達成度 41.6％）であった（法定点検や工

事等利用不可日を除く）。 

 

 

研修室稼働率については、平成 30年度、令和元年度は、「事例検討、参加・体験型」を実施

することにより、研修室等を最大限に活用するとともに外部利用者にも積極的に貸し出した。

研修室稼働率の実績は、平成 30年度 59％（目標達成度 101.7％）、令和元年度 54％（目標達成

度 91.5％）であった（法定点検や工事等利用不可日を除く）。 

また、令和２年度、令和３年度は、令和３年２月ごろから続いている新型コロナウイルス感

染拡大の影響を大きく受け、研修室稼働率の実績は、令和２年度 7.2％（目標達成度

11.7％）、令和３年度 18.4％（目標達成度 30.2％）であった。 

令和４年度の研修室稼働率は前年度より回復したものの、21.0％（目標達成度 33.9％）であ

った（法定点検や工事等利用不可日を除く）。 

宿泊室稼働率 

（実績値） 
－ 39.5％ 20.8% 

達成度 － 98.8％ 41.6% 

研修室稼働率 

（計画値） 
－ 57％ 62％ 

研修室稼働率 

（実績値） 
－ 55.8％ 21.0% 

達成度 － 97.9％ 33.9% 
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なお、受講者間のソーシャルディスタンスが十分確保可能な講堂の稼働率を算定したとこ

ろ、令和２年度は、41.1％（施設利用再開後、９月以降３月末まで）、令和４年度は、研修の

実施に加え、外部利用もあり 36.8％となった。 

上記のように、令和２年度、令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を大きく受

けた形だが、感染防止対策を徹底し、空調更新などの修繕工事の実施、利用した部屋の消毒な

どを通じて、感染者を出さない対策を徹底した。 

これらの取組により、利用者アンケートにおける満足度は、５年間の平均で、研修施設

97.9％、宿泊施設 94.5％であった。 

 

令和２年度、令和３年度と新型コロナウイルス感染拡大の影響で稼働率が下がったが、令和

３年度においては、相模原市のワクチン接種会場として、一番収容人数の多い講堂を貸し出

し、施設の有効活用の幅をひろげるとともに、多数の市民が迅速にワクチンを接種することが

できたことに対し、相模原市長より当センターに感謝状が贈呈されている。 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響が甚大であったなか、利用者の安全安心を最大限優

先し、その時点においてでき得る限りの措置を講じてきた。また令和４年度においても同様の

取組を実施するとともに、LED照明やトイレ洋式化等の更新工事を行うなど快適さの確保等、環

境改善も行った。 

これらを踏まえれば、中期目標における数値目標は達成できていないが、さまざまな取組を

実施してきたことを考慮して、Ｂと評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

新型コロナウイルス感染拡大の影響は未だ続いているが、感染防止措置も緩やかになること

から、外部利用を促進するために、利用者ニーズを細かく分析した周知活動を積極的に行って

いく必要がある。 

また、令和３年度の相模原市へのワクチン接種会場としての貸出など、新型コロナウイルス

感染拡大の影響故の新しい利用もあったことから、更に新しい利用を模索していくことによ

り、稼働率を高めてくこともできると考える。 

引き続き、さらなる利用促進のため、リピート利用の働きかけを強化するとともに、利便性

を高める工夫に努める。今後も稼働率の向上のために、研修テーマの工夫や受講者ニーズを十

分に把握し、事例検討型・参加体験型研修など受講効果が高く得られる集合研修を実施する。

また、「国が指定する研修（指定講座）」については、引き続き全ての研修を対象とするな

ど、地方公共団体が研修に参加しやすくなるような様々工夫を行う。 

また、令和４年度には、施設の稼働目標の妥当性や有効活用について検討するとともに、今

後の方針について役職員間で審議を行ったところであるが、減損の兆候があると判断したこと

も踏まえ、宿泊施設について用途の転換等を含めて検討を行う。 
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